
岸本町・溝口町合併協議会 第２０回会議 

 

日時  平成１６年７月１９日（月）午後２時から 

場所  岸本町農村環境改善センター 多目的ホール 

 

１． 開会 

２． 会長あいさつ 

３． 報告事項 

（１）協議項目 5 財産の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・3 
（２）協議項目 7 機構及び組織の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・4 
（３）協議項目 12 一般職の職員の身分の取り扱いについて・・・・・・・・・・5 
（４）協議項目 17 使用料、手数料等の取り扱いについて・・・・・・・・・・・6 
（５）協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについて・・・・・・・・・・・7 

（６）協議項目 20 諮問機関の取り扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・8 
（７）協議項目 25－1 各種事務事業の取り扱い（財政事務）について ・・・・・9 

（８）協議項目 25－2 各種事務事業の取り扱い（消防防災関係事業）について ・10 

（９）協議項目 25－3 各種事務事業の取り扱い（公共交通事業）について ・・・11 

（10）協議項目 25－8 各種事務事業の取り扱い（情報通信事業）について ・・・12 

（11）協議項目 25－14 各種事務事業の取り扱い（医療費助成事業）について・・13 

（12）協議項目 25－15 各種事務事業の取り扱い（健康づくり事業）について・・14 
（13）協議項目 25－16 各種事務事業の取り扱い（母子保健事業）について・・・15 
（14）協議項目 25－17 各種事務事業の取り扱い（老人保健事業）について・・・16 
（15）協議項目 25－18 各種事務事業の取り扱い（高齢者福祉事業）について・・17 
（16）協議項目 25－20 各種事務事業の取り扱い 

（母子・父子・寡婦事業）について ・・・・18 
（17）協議項目 25－21 各種事務事業の取り扱い（障害者福祉事業）について・・19 
（18）協議項目 25－22 各種事務事業の取り扱い（その他福祉事業）について・・20 
（19）協議項目 25－24 各種事務事業の取り扱い（環境対策事業）について・・・21 
（20）協議項目 25－26 各種事務事業の取り扱い（保育事業）について・・・・・22 
（21）協議項目 25－27 各種事務事業の取り扱い（衛生関係事業）について・・・23 
（22）協議項目 25－28 各種事務事業の取り扱い（同和人権対策事業）について・24 
（23）協議項目 25－29 各種事務事業の取り扱い（上水道事業）について・・・・25 
（24）協議項目 25－30 各種事務事業の取り扱い（下水道事業）について・・・・26 
（25）協議項目 25－31 各種事務事業の取り扱い（土木建設事業）について・・・27 
（26）協議項目 25－32 各種事務事業の取り扱い（農林水産事業）について・・・28 
（27）協議項目 25－33 各種事務事業の取り扱い（商工業事業）について・・・・29 
（28）協議項目 25－34 各種事務事業の取り扱い（観光事業）について・・・・・30 
（29）協議項目 25－38 各種事務事業の取り扱い（学校給食事業）について・・・31 
（30）協議項目 25－39 各種事務事業の取り扱い（社会教育事業）について・・・32 



（31）協議項目 25－40 各種事務事業の取り扱い（社会体育事業）について・・・33 
（32）協議項目 25－41 各種事務事業の取り扱い（文化振興事業）について・・・34 
（33）協議項目 25－42 各種事務事業の取り扱い（その他）について・・・・・・35 
４． 協議事項 

（１）協議項目 2 合併の期日について（再提案）・・・・・・・・・・・・・・・36 
（２）協議項目 17 使用料、手数料等の取り扱いについて・・・・・・・・・・・37 

（３）協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについて・・・・・・・・・・・38 

（４）協議項目 25－31 各種事務事業の取り扱い（土木建設事業）について・・・39 

（５）協議項目 25－37 各種事務事業の取り扱い（学校教育事業）について・・・40 

（６）協議項目 25－38 各種事務事業の取り扱い（学校給食事業）について・・・41 

（７）協議項目 25－39 各種事務事業の取り扱い（社会教育事業）について・・・42 

（８）協議項目 25－41 各種事務事業の取り扱い（文化振興事業）について・・・43 

５．提案事項  

（１）協議項目 5 財産の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・44 
（２）協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについて・・・・・・・・・・・45 
（３）合併協定書案について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 

６．その他 

（１）合併協定調印式について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 

（２）次回開催日について 

  (案)  ８月２日（月）午後２時から 溝口町中央公民館 大会議室  

７．副会長閉会あいさつ 
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職名 委員区分

会長 岸本町長

副会長 溝口町長

岸本町助役

溝口町助役

岸本町議会

岸本町議会

岸本町議会

岸本町議会

溝口町議会

溝口町議会

溝口町議会

溝口町議会

岸本町学識経験者

岸本町学識経験者

岸本町学識経験者

岸本町学識経験者

岸本町学識経験者

溝口町学識経験者

溝口町学識経験者

溝口町学識経験者

溝口町学識経験者

溝口町学識経験者

岸本町代表監査委員

溝口町監査委員

幹事長 助役 圓山　和紀 副幹事長 助役 石田　  保

教育長 木村　寛司 教育長 妹尾　千秋

総務課長 森田　俊朗 総務課長 岡田　賢治

企画課長 杉原　良仁 地域振興課長 鞍掛　宣史

事務局長 石田　  保 岸本町助役 室長 佐蔵　絢子 溝口町課長嘱託

副事務局長 圓山　和紀 溝口町助役 次長 斉下　正司 岸本町課長補佐

次長 影山　知也 鳥取県主幹

室長補佐 森　  道彦 溝口町課長補佐

主事 遠藤　友識 岸本町主事

主事 小村　里美 岸本町嘱託

岸本町・溝口町合併協議会事務局名簿

岸本町・溝口町合併協議会委員名簿

溝　　　口　　　町 岸　　　本　　　町

幹事 幹事

委員

備　　　考

監査委員

岸本町・溝口町合併協議会幹事会名簿

氏 名

3号委員
(学識経験

者)

圓  山　和  紀

石  田    　保

住　田　圭　成

河　合　　　勝

野  坂　明  典

西  郷　一  義

下  村　有  象

西  村    　忠

浦  部　要  右

田  中    　宏

入  江　正  美

箕  矢　静  人

秋  田　壽  江

山  西    　斅

大  前    　直

池  田　義  則

2号委員
(議会関係)

１号委員
(行政関係）

森  谷    　淳

高  塚　一  男

大  森　正  人

小  谷　勢津子

南  葉　正  明

松  本　和  三

中  野　喜  弘

白  石　鉄  平
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番号 協議項目

1 合併の方式 25-1 財政事務 25-27 衛生関係事業

2 合併の期日 25-2 消防防災関係事業 25-28 同和人権対策事業

3 新町の名称 25-3 公共交通事業 25-29 上水道事業

4 新町の事務所の位置 25-4 負担金の取扱い 25-30 下水道事業

5 財産の取扱い 25-5 納税関係業務 25-31 土木建設事業

6 慣行の取扱い 25-6 出納業務 25-32 農林水産業事業

7 機構及び組織の取扱い 25-7
地域コミュニティ事
業

25-33 商工業事業

8 条例、規則等の取扱い 25-8 情報通信事業 25-34 観光事業

9 議員定数及び任期の取扱い 25-9 地域間交流事業 25-35 治山治水事業

10
農業委員会委員定数及び任期の
取扱い

25-10 女性政策事業 25-36 小中学校の通学区域

11 特別職の職員の身分の取り扱い 25-11 地域開発関係事業 25-37 学校教育事業

12 一般職の職員の身分の取扱い 25-12 交通安全事業 25-38 学校給食事業

13 広域行政の取扱い 25-13 広報公聴事業 25-39 社会教育事業

14 公共的団体の取扱い 25-14 医療費助成 25-40 社会体育事業

15 消防団の取扱い 25-15 健康づくり事業 25-41 文化振興事業

16 地方税の取扱い 25-16 母子保健事業 25-42 その他

17 使用料、手数料等の取扱い 25-17 老人保健事業

18 補助金、交付金等の取扱い 25-18 高齢者福祉事業

19 字名の取扱い 25-19 児童福祉事業

20 諮問機関の取扱い 25-20
母子・父子・寡婦福
祉事業

21 国民健康保険事業の取扱い 25-21 障害者福祉事業

22 介護保険事業の取扱い 25-22 その他福祉事業

23 電算システムの取扱い 25-23 社会福祉協議会

24 新町建設計画 25-24 環境対策事業

25 各種事務事業の取扱い 25-25 窓口業務

26 郡の所属の取り扱い 25-26 保育事業

２５　各種事務事業の取り扱い一覧

岸本町・溝口町合併協議会協議項目

 
※ 網掛けの項目は、協議会に全調整の提案・報告が完了したものを示す。 

（今回提案・報告分を含む。） 
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報告第 1 号 
 
 

協議項目 5 財産の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 5 財産の取り扱いについては、次のとおりとす

る。 

 
1 行政財産の管理については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
（別添資料Ｐ1） 
2 普通財産の管理については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
（別添資料Ｐ1） 
3 財産の登記については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
（別添資料Ｐ1） 
4 自動車、原動機付自転車の管理及び運用に関することについては、合併時に一元化

するものとする。 
（別添資料Ｐ1） 
 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 2 号 
 
 

協議項目 7 機構及び組織の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目協議項目 7 機構及び組織の取り扱いについ

ては、次のとおりとする。 

 
1 職員提案制度については、合併後に新たに定めるものとする。 
（別添資料Ｐ2） 
 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 3 号 
 
 

協議項目 12 一般職の職員の身分の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 12 一般職の職員の身分の取り扱いについて

は、次のとおりとする。 

 
1 級別標準職務表については、合併時に一元化するものとする。 
（別添資料Ｐ3～5） 
2 給料表については、合併時に一元化するものとし、その細目については、両町の長

の協議により決定するものとする。 
（別添資料Ｐ3、6、7） 
 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 4 号 
 
 

協議項目 17 使用料、手数料等の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 17 使用料、手数料等の取り扱いについては、

次のとおりとする。 

 
1 農村環境改善センター使用料については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。

ただし、使用料における冷暖房の加算割合は岸本町の例によるものとする。 
  （別添資料Ｐ8、9） 

2 一般廃棄物処理手数料については、合併時に岸本町の例により一元化するものとす

る。 
  （別添資料Ｐ10） 

3 各種公共施設で、一方のまちにのみ設置されている施設の使用料については、現行

のとおり新町に引き継ぐものとする。ただし、既に協議会において別の調整方法によ

り確認されたものは、除くものとする。 
  （別添資料Ｐ11～14） 
 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 5 号 

 
協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについて 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについては、

次のとおりとする。 

 
1 西部地区消防操方大会出場補助金については、合併時に廃止するものとする。 

  （別添資料Ｐ15） 

2 バス路線維持対策補助金については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
  （別添資料Ｐ15） 

3 交通安全母の会補助金については、合併後に一元化を図るものとする。 
  （別添資料Ｐ16） 

4 老人クラブ交通安全指導員協議会補助金については、岸本町の例によるものとする。 
  （別添資料Ｐ16） 

5 資源集団回収補助金については、合併後に岸本町の例により新たに定めるものとす

る。 
  （別添資料Ｐ17） 

6 ふれあい祭補助金については、当面は現行のとおりとし、合併後３年以内に算定方

法の見直しを行うものとする。 
  （別添資料Ｐ18） 

7 商工会補助金については、当面は現行のとおりとし、合併後に商工会の統合の動向

により調整するものとする。 
  （別添資料Ｐ18、19） 

8 林道補助金については、岸本町の例によるものとする。 
  （別添資料Ｐ20） 

9 造林補助金については、岸本町の例によるものとする。 
  （別添資料Ｐ20） 

10 産業活性化事業補助金については、岸本町の例によるものとする。 
  （別添資料Ｐ21） 

11 大型共同利用機械導入及び共同利用施設設置事業補助金については、岸本町の例に

よるものとする。 
  （別添資料Ｐ21） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 6 号 

 
 

協議項目 20 諮問機関の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 20 諮問機関の取り扱いについては、次のと

おりとする。 

 
1  職員懲罰審査委員会については、合併時に岸本町の例をもとに新たに定めるものとす

る。 

  （別添資料Ｐ22） 

2 有線テレビジョン放送運営委員会については、合併時に溝口町の例をもとに新たに

定めるものとする。 
 （別添資料Ｐ23） 

3 有線放送テレビジョン放送番組審議会については、合併時に溝口町の例をもとに新

たに定めるものとする。 
 （別添資料Ｐ23） 

4 廃棄物減量対策等に関する審議会については、合併後に一元化するものとする。 
 （別添資料Ｐ24） 

5 中小企業小口融資審査協議会については、合併時に一元化するものとする。 
 （別添資料Ｐ25） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 



 9

報告第 7 号 

 
 

協議項目 25－1 各種事務事業の取り扱い（財政事務）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－1 各種事務事業の取り扱い（財政事務）

については、次のとおりとする。 

 
1  町債及び一時借入金に関することについては、合併時に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ26） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 8 号 

 
 

協議項目 25－2 各種事務事業の取り扱い（消防防災関係事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－2 各種事務事業の取り扱い（消防防災関

係事業）については、次のとおりとする。 

 
1  国民保護に関することについては、合併後にすみやかに策定するものとする。 

  （別添資料Ｐ27） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 9 号 

 
 

協議項目 25－3 各種事務事業の取り扱い（公共交通事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－3 各種事務事業の取り扱い（公共交通事

業）については、次のとおりとする。 

 
1  循環バスの運行については、当面現行のとおりとし、合併後に検討するものとする。 

  （別添資料Ｐ28） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 10 号 

 
 

協議項目 25－8 各種事務事業の取り扱い（情報通信事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－8 各種事務事業の取り扱い（情報通信事

業）については、次のとおりとする。 

 
1  総合行政情報システム構築計画については、合併後に現行計画をもとに新たに策定する

ものとする。 

  （別添資料Ｐ29） 

2 情報化計画については、合併後に現行計画をもとに新たに策定するものとする。 

  （別添資料Ｐ29） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 11 号 

 
 

協議項目 25－14 各種事務事業の取り扱い（医療費助成事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－14 各種事務事業の取り扱い（医療費助

成事業）については、次のとおりとする。 

 
1  老人医療費適正化対策事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （別添資料Ｐ30） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 12 号 

 
 

協議項目 25－15 各種事務事業の取り扱い（健康づくり事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－15 各種事務事業の取り扱い（健康づく

り事業）については、次のとおりとする。 

 
1  健康づくり事業については、合併時に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ31） 

2 食生活改善推進協議会については、合併時に一元化するものとする。 
  （別添資料Ｐ32） 

3 福祉センター管理事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
  （別添資料Ｐ33） 

4 結核予防事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
  （別添資料Ｐ34） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 13 号 

 
 

協議項目 25－16 各種事務事業の取り扱い（母子保健事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－16 各種事務事業の取り扱い（母子保健

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  母子健康診査事業については、合併時に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ34） 

2 母子栄養強化事業については、合併時に廃止するものとする。 
  （別添資料Ｐ35） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 14 号 

 
 

協議項目 25－17 各種事務事業の取り扱い（老人保健事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－17 各種事務事業の取り扱い（老人保健

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  機能訓練事業については、合併時に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ36） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 15 号 

 
 

協議項目 25－18 各種事務事業の取り扱い（高齢者福祉事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－18 各種事務事業の取り扱い（高齢者福

祉事業）については、次のとおりとする。 

 
1  介護保険事業計画については、合併後に新たに定めるものとする。 

  （別添資料Ｐ37） 

2 老人クラブ補助金については、合併時に岸本町の例により一元化するものとする。 
  （別添資料Ｐ37） 

3 老人クラブ連合会健康づくり事業については、岸本町の例により新町に引き継ぐも

のとする。 
  （別添資料Ｐ38） 

4 コミュニティプラザ管理事業については、溝口町の例により新町に引き継ぐものと

する。 
  （別添資料Ｐ38） 

5 配食サービス事業については、合併時に一元化するものとする。 
  （別添資料Ｐ39） 

6 介護予防追跡調査については、岸本町の例により新町に引き継ぐものとする。 
  （別添資料Ｐ39） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 16 号 

 
 

協議項目 25－20 各種事務事業の取り扱い 
（母子・父子・寡婦福祉事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－20 各種事務事業の取り扱い（母子・父

子・寡婦福祉事業）については、次のとおりとする。 

 
1  母子福祉事業については、合併時に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ40） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 17 号 

 
 

協議項目 25－21 各種事務事業の取り扱い（障害者福祉事業）について 
 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－21 各種事務事業の取り扱い（障害者福

祉事業）については、次のとおりとする。 

 
1  精神保健福祉事業については、合併時に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ41） 

2 障害者計画については、合併後に新たに定めるものとする。 
  （別添資料Ｐ41） 

3 心身障害児（者）育成会補助金については、合併後に一元化するものとする。 
  （別添資料Ｐ41） 

4 身体障害者福祉協会補助金については、合併後に岸本町の例により一元化するもの

とする。 
  （別添資料Ｐ42） 

5 ストマ用装具助成金については、合併までに調整し新たに定めるものとする。 
  （別添資料Ｐ42） 

6 難病患者ホームヘルプサービス事業については、合併時に溝口町の例により一元化

するものとする。 
  （別添資料Ｐ42） 

7 障害者デイサービス事業については、合併時に岸本町の例により一元化するものと

する。 
  （別添資料Ｐ43） 

8 グループホームかがみやま荘運営事業については、溝口町の例により新町に引き継

ぐものとする。 
  （別添資料Ｐ43） 

9 施設入所障害児・者在宅生活支援事業については、溝口町の例により新町に引き継

ぐものとする。 
  （別添資料Ｐ44） 

 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 18 号 

 
 

協議項目 25－22 各種事務事業の取り扱い（その他福祉事業）について 
 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－22 各種事務事業の取り扱い（その他福

祉事業）については、次のとおりとする。 

 
1  民生児童委員協議会運営事業については、合併時に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ45） 

2 保健福祉センターについては、岸本町の例により新町に引き継ぐものとする。 
  （別添資料Ｐ45、46） 

3  ボランティアに関することについては、合併時に岸本町の例により一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ47） 

4  日本赤十字社町分区及び赤十字奉仕団の取り扱いについては、合併時に一元化するも

のとする。 

  （別添資料Ｐ47） 

 

 

   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 19 号 

 
 

協議項目 25－24 各種事務事業の取り扱い（環境対策事業）について 
 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－24 各種事務事業の取り扱い（環境対策

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  エネルギーに関することについては、合併後に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ48） 

2 省エネルギー対策事業については、岸本町の例により新町に引き継ぐものとする。 
  （別添資料Ｐ49） 

3  不法投棄巡視事業については、合併後に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ50） 

4  環境知識・環境美化の普及啓発については、合併後に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ50） 

 

 

   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 20 号 

 
 

協議項目 25－26 各種事務事業の取り扱い（保育事業）について 
 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－26 各種事務事業の取り扱い（保育事業）

については、次のとおりとする。 

 
1  保育所概要については、当面は現行のとおり新町に引き継ぐものとし、合併後に検討する

ものとする。 

  （別添資料Ｐ51） 

2 保育所に関することについては、合併後に一元化を図るものとする。 
  （別添資料Ｐ51） 

3  放課後児童クラブ運営事業については、合併後に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ52） 

 

 

   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 21 号 

 
 

協議項目 25－27 各種事務事業の取り扱い（衛生関係事業）について 
 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－27 各種事務事業の取り扱い（衛生関係

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  そ族・昆虫駆除事業については、薬剤の配付は合併時に廃止するものとする。ただし、煙

霧消毒機器の貸与は新町に引き継ぐものとする。 

  （別添資料Ｐ53） 

 

 

   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 22 号 

 
 

協議項目 25－28 各種事務事業の取り扱い（同和人権対策事業）について 
 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－28 各種事務事業の取り扱い（同和人権

対策事業）については、次のとおりとする。 

 
1 住宅新築資金等貸付事業の取り扱いについては、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （別添資料Ｐ54、55） 

2 進学奨励金交付事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （別添資料Ｐ54） 

3 大型共同作業場管理事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （別添資料Ｐ54） 

4 地域組織活動育成事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （別添資料Ｐ56） 

 

 

   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 23 号 

 
 

協議項目 25－29 各種事務事業の取り扱い（上水道事業）について 
 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－29 各種事務事業の取り扱い（上水道事

業）については、次のとおりとする。 

 
1 水道施設維持管理事業については、合併後に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ57～59） 

 

 

   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 24 号 

 
 

協議項目 25－30 各種事務事業の取り扱い（下水道事業）について 
 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－30 各種事務事業の取り扱い（下水道事

業）については、次のとおりとする。 

 
1 各下水道推進委員会については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （別添資料Ｐ60） 

 

 

   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 25 号 

 
 

協議項目 25－31 各種事務事業の取り扱い（土木建設事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－31 各種事務事業の取り扱い（土木建設

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  町道維持管理事業については、合併後に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ61） 

2  橋梁維持管理事業については、合併後に溝口町の例により一元化するものとする。 
  （別添資料Ｐ61） 

3  工事の入札、契約については、岸本町の例によるものとする。ただし、前払金につ

いては、溝口町の例によるものとする。 
  （別添資料Ｐ62） 

4  町有施設関係工事事務に関することについては、溝口町の例によるものとする。 
  （別添資料Ｐ62） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 26 号 
 
 

協議項目 25－32 各種事務事業の取り扱い（農林水産事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－32 各種事務事業の取り扱い（農林水産

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  イノシシ等被害防止対策事業については、合併時に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ63） 
 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 27 号 
 
 

協議項目 25－33 各種事務事業の取り扱い（商工業事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－33 各種事務事業の取り扱い（商工業事

業）については、次のとおりとする。 

 

1  経済交流事業については、岸本町の例により新町に引き継ぐものとする。 
  （別添資料Ｐ64） 

2  商工振興一般については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
  （別添資料Ｐ64） 

3  小口融資事業については、合併後に一元化するものとする。 
  （別添資料Ｐ64） 

4  ふるさと産業規模拡大事業については、岸本町の例により新町に引き継ぐものとす

る。 
  （別添資料Ｐ65） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 28 号 
 
 

協議項目 25－34 各種事務事業の取り扱い（観光事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－34 各種事務事業の取り扱い（観光事業）

については、次のとおりとする。 

 
1  花いっぱい運動については、岸本町の例により新町に引き継ぐものとする。 

  （別添資料Ｐ66） 

2  大山冬季対策事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
  （別添資料Ｐ66） 

3  観光施設管理事業については、岸本町の例により新町に引き継ぐものとする。 
  （別添資料Ｐ67） 

4  フィールドステーション管理事業については、溝口町の例により新町に引き継ぐも

のとする。 
  （別添資料Ｐ67） 

5  観光協会補助金・会費については、合併時に一元化するものとする。 
  （別添資料Ｐ68） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 29 号 

 
 

協議項目 25－38 各種事務事業の取り扱い（学校給食事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－38 各種事務事業の取り扱い（学校給食

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  学校給食の運営に関する委員会等については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後の

早い時期に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ69） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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 報告第 30 号 
 
 

協議項目 25－39 各種事務事業の取り扱い（社会教育事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－39 各種事務事業の取り扱い（社会教育

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  公民館教室・同好会については、活動については現行のとおり新町に引き継ぐもの

とし、助成金の取り扱いについては合併後に一元化するものとする。 
  （別添資料Ｐ70） 
2 教育文化会館管理運営事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
  （別添資料Ｐ71） 
3 図書館（図書室）管理事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
  （別添資料Ｐ72） 
 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 31 号 
 
 

協議項目 25－40 各種事務事業の取り扱い（社会体育事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－40 各種事務事業の取り扱い（社会体育

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  郡民体育大会・県民スポレク大会については、郡の所属が決定した後に定めるものとす

る。 

  （別添資料Ｐ73） 
2  社会体育施設の管理運営に関することについては、現行のとおり新町に引き継ぐも

のとする。 
  （別添資料Ｐ73） 
 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 32 号 

 
 

協議項目 25－41 各種事務事業の取り扱い（文化振興事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－41 各種事務事業の取り扱い（文化振興

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  鬼の館イベント事業については、溝口町の例により新町に引き継ぐものとする。 

  （別添資料Ｐ74） 

 

 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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報告第 33 号 

 
 

協議項目 25－42 各種事務事業の取り扱い（その他）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－42 各種事務事業の取り扱い（その他）

については、次のとおりとする。 

 
1 宿日直については、合併時に新たに定めるものとする。 

  （別添資料Ｐ75、76） 

2 庁内電話の管理については、合併時に一元化するものとする。 

  （別添資料Ｐ75） 

3 火災見舞金については、岸本町の例によるものとする。 

  （別添資料Ｐ77） 

4 町内初盆供養については、合併時に廃止するものとする。 

  （別添資料Ｐ78） 

5 町民葬儀香典については、新町長の判断によるものとする。 

  （別添資料Ｐ78） 

 

 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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協議第 1 号 
 
 

協議項目 2 合併の期日について（再提案） 
 
 
西伯郡岸本町及び日野郡溝口町が合併する場合の期日は、平成 17 年 1 月 1 日とする。 

 
  
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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協議第 2 号 

 
 

協議項目 17 使用料、手数料等の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 17 使用料、手数料等の取り扱いについては、

次のとおりとする。 

 
1 公民館使用料については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に一元化に努める

ものとする。 
  （第 19 回会議別添資料Ｐ7、8） 

2 総合スポーツ公園使用料については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
  （第 19 回会議別添資料Ｐ7、9） 

3 体育施設使用料については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。ただし、使

用時間の単位については、合併時に溝口町の例により一元化するものとし、使用料単

価については、合併後に一元化に努めるものとする。 
  （第 19 回会議別添資料Ｐ１0、１1） 

4 学校施設使用料については、溝口町の例によるものとする。 
  （第 19 回会議別添資料Ｐ20） 

5  水道給水装置設計審査及び同工事検査手数料については、合併時に溝口町の例により

新たに定めるものとする。 

  （第 19 回会議別添資料Ｐ１2） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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協議第 3 号 

 
 

協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについては、

次のとおりとする。 

 
2 教育委員会関係の補助金については、次の方針によるものとする。 

①  どちらか一方の町にのみある各種団体の補助金については、当面は現行のとおりとし、

合併後３年以内に算定方法の見直しを行うものとする。 

②  両町にある同様な目的を持つ団体への補助金については、合併時に組織が統合され

た場合は新たに算定するものとし、統合されない場合は合併後１年間に限り現行のとおり

行うものとする。 

③  イベント関係の補助金については、現行のとおり新町に引き継ぐものとし、合併後３年

以内に算定方法を見直すものとする。 

④  学校関係補助金及び上記①②③のいずれの方針にもよりがたい場合は、個々に調整

するものとする。 

  （第 19 回会議別添資料Ｐ１3～１9） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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協議第 4 号 

 
 

協議項目 25－31 各種事務事業の取り扱い（土木建設事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－31 各種事務事業の取り扱い（土木建設

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  町道管理事業については、合併時に溝口町の例をもとに新たに定めるものとする。 

  （第 19 回会議別添資料Ｐ２0） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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協議第 5 号 

 
 

協議項目 25－37 各種事務事業の取り扱い（学校教育事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－37 各種事務事業の取り扱い（学校教育

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  寄宿舎運営事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （第 19 回会議別添資料Ｐ２1、別添資料Ｐ79） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 



 41

協議第 6 号 

 
 

協議項目 25－38 各種事務事業の取り扱い（学校給食事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－38 各種事務事業の取り扱い（学校給食

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  学校給食に関することについては、合併後に一元化するものとする。ただし、給食の実施

回数、給食の最終日は合併時に一元化するものとし、給食センターに関係することについて

は、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

  （第 19 回会議別添資料Ｐ２2、別添資料Ｐ80） 

2 給食センターの管理運営に関することについては、現行のとおり新町に引き継ぐも

のとし、合併後の早い時期に一元化するものとする。 
  （第 19 回会議別添資料Ｐ２2、２3） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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協議第 7 号 

 
 

協議項目 25－39 各種事務事業の取り扱い（社会教育事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－39 各種事務事業の取り扱い（社会教育

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  社会教育事業については、次の方針により合併時に一元化するものとする。 

 ① 両町ともに同じ事業及びどちらか一方の町のみの事業については、現行のとおり新町に

引き継ぎ、実施方法については合併後に検討する。 

 ② 両町ともに同様の趣旨の事業を行っており内容が異なるものについては、合併に当って

一元化するものとし、実施方法はどちらかの町の例によるか新たに定めるものとする。 

 ③ 上記の調整方針によりがたい事業については、個々に調整するものとする。 

  （第 19 回会議別添資料Ｐ２4～２8） 

2  公民館管理事業に関することについては、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
  （第 19 回会議別添資料Ｐ２4） 
 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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協議第 8 号 

 
 

協議項目 25－41 各種事務事業の取り扱い（文化振興事業）について 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 25－41 各種事務事業の取り扱い（文化振興

事業）については、次のとおりとする。 

 
1  岸本町立写真美術館管理運営事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとす

る。 

  （第 19 回会議別添資料Ｐ２9～３4、別添資料Ｐ81） 

2  ふるさと創生事業については、新町に引き継ぐものとし、合併後に実施方法を検討

するものとする。 
  （第 19 回会議別添資料Ｐ２9） 

 

 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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提案第 1 号 

 
 

協議項目 5 財産の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 5 財産の取り扱いについては、次のとおりとす

る。 

 
1  財産の取り扱い（総括）については、合併時に両町が所有する財産、公の施設及び債務

は、すべて新町に引き継ぐものとする。 

  （別添資料Ｐ82～99） 

2  財産の取得、管理及び処分に関することについては、現行のとおり新町に引き継ぐ

ものとする。 
  （別添資料Ｐ82） 
3  借地については、合併までに買収に向けた取り組みをし、買収できないものは現行のとお

り新町に引き継ぐものとする。 

  （別添資料Ｐ82～100） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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提案第 2 号 

 
 

協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについて 

 

 

岸本町・溝口町合併協議会での協議項目 18 補助金、交付金等の取り扱いについては、

次のとおりとする。 

 
1 小学校児童遠距離通学補助事業については、合併後に新たに定めるものとする。 
 （別添資料Ｐ101～103） 
2 中学校生徒遠距離通学補助事業については、合併後に新たに定めるものとする。 
 （別添資料Ｐ101～103） 

 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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提案第 3 号 
 
 

合 併 協 定 書 （ 案 ） に つ い て 
 
 
 合併協定書（案）については、別添のとおりとする。 
 
 
   平成 16 年 7 月 19 日 提出 
 
 
                 岸本町・溝口町合併協議会長 河合 勝 
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合 併 協 定 書（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注意事項 
本協定書案は、平成 16 年 7 月 9 日現在で作成したものです。 

 協定項目には、提案中又は第 20 回会議で提案するものも含まれています。 

     

 

岸 本 町 ・ 溝 口 町 
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１ 合併の方式 

岸本町及び溝口町を廃し、その区域をもって新しい町を設置する合併とする。 
２ 合併の期日  

  合併の期日は、平成 17 年 1 月 1 日とする。 
３ 新町の名称 

  新町の名称は、伯耆町（ほうきちょう）とする。 
４ 新町の事務所の位置 

  新町の事務所の位置は、現在の岸本町役場の位置（岸本町吉長 37 番地 3）に置くも

のとし、現在の溝口町役場の位置（溝口町溝口 647 番地）に分庁舎を置くものとする。 
５ 財産の取り扱い 

(1)  財産の取り扱いについては、合併時に両町が所有する財産、公の施設及び債務は、

すべて新町に引き継ぐものとする。 
(2)  財産の取得、管理及び処分に関することについては、現行のとおり新町に引き継

ぐものとする。 
(3)  公共施設等の用地のうち借地については、合併時までに買収に向けた取り組みを

し、買収ができないものについては、そのまま新町に引き継ぐものとする。 
６ 慣行の取り扱い 

(1) 慣行の取り扱いについては、合併後の早い時期に一元化するものとする。 
(2) 儀式、典礼及び表彰に関することについては、合併後に一元化するものとする。 

７ 機構及び組織の取り扱い  

 (1) 新町の機構及び組織の取り扱いについては、次の方針に基づき整備するものとす

る。 
 ① 現岸本町役場を本庁舎とし、現溝口町役場を分庁舎として利用する。 

② 地方分権、新町合併まちづくり計画及び新たな行政課題に対応できるものとする。 

③ 住民が利用しやすく、分かりやすいものとする。 

・本庁舎及び分庁舎に設置する課は、下表のとおりとする。 

本庁舎 
総務課、住民課、税務課、企画振興課、福祉課、健康対策課、生活環境課、

上下水道課、商工観光課、産業振興課、建設課、出納室、議会事務局 

分庁舎 
総合窓口課、住民活動推進課、人権政策課、出納室（兼務）、教育委員会事

務局、農業委員会事務局、地域情報室 

(2) 行政改革に関する方針・計画については、合併後に一元化するものとする。 
８ 条例、規則等の取り扱い 

  条例規則等については、各種事務事業等の調整内容に基づいて統一を図り、次の施

行方針の区分に従い、整備するものとする。 



 49

施行方針区分 内        容 

即時 
空白期間が許されないもの、公の施設等の設置・管理に関するもの、新町発

足時に統合するものは、合併時に町長職務代理者の専決処分により即時制定し

施行する。 

漸次 
 新町での政策判断が必要なもの、新町で調整することとしたもの、議員のみ

に提出権があるものは、合併後に議会の審議等所定の手続きを経て施行する。 

暫定 
 新町発足時に統一が困難なもの、旧町の事務で新町において整理等を行なう

必要があるものは、暫定的に施行する。 
廃止  新町において不要なものは廃止する。 

９ 議員定数及び任期の取り扱い 

 (1) 議員の任期については、市町村合併の特例に関する法律第 7 条第１項第 1 号の規

定（在任特例）を適用し、合併前の 2 町の議会議員全員が平成 17 年 4 月 30 日まで

引き続き新町の議会議員として在任するものとする。 
 (2) 在任特例期間終了後の新町の議会議員の定数は 16 名とし、選挙区は設置しない。 
10 農業委員会委員定数及び任期の取り扱い 

 (1) 農業委員会は、合併時に統合し、両町の農業委員会の選挙による委員であった者

は、市町村の合併の特例に関する法律第 8 条第 1 項の規定を適用し、平成 17 年 7
月 19 日まで引き続き新町の農業委員会の選挙による委員として在任するものとす

る。 
 (2) 選挙による委員の定数は、20 名とする。 
11 特別職の職員の身分の取り扱い 

(1) 新町に町長のほか常勤の特別職として、助役、教育長を各１名置くものとする。

給与については、西部町村会報酬等審議会の決定をもとに定めるものとする。旅費

については、合併時に溝口町の例をもとに一元化するものとし、支給方法について

は一般職の職員の例によるものとする。 
(2) 議会議員の定数及び任期については、協議項目 9 議員定数及び任期の取り扱いに

よる。報酬については、現行の額及び西部町村会報酬等審議会の決定をもとに定め

るものとする。費用弁償として支給する旅費の額については、溝口町の例をもとに

定めるものとし、支給方法については一般職の職員の例によるものとする。 
(3) 農業委員会委員の定数及び任期については、協議項目 10 農業委員会委員定数及

び任期の取り扱いによる。報酬については、現行の額をもとに定めるものとする。

費用弁償として支給する旅費の額及び支給方法については、新町議会議員の例によ

るものとする。 
(4) 公平委員会については、現行のとおり鳥取県人事委員会に委託するものとする。
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他の行政委員会の設置及び委員数・任期等については、法令の定めるところによる

ものとする。報酬は、現行の額をもとに定めるものとする。費用弁償として支給す

る旅費の額及び支給方法については、新町議会議員の例によるものとする。 
(5) 非常勤の消防団員の設置及び団員数等については、協議項目 15 消防団の取り扱

いによる。報酬等については、現行の額をもとに定めるものとする。 
(6) 諮問機関及び付属機関等の設置については、次の方針によるものとする。 

① 現に両町に設置されていて、新町において引き続き設置する必要のあるものは、

原則として統合する。 
② 一方の町にのみ設置されているもので、新町において引き続き設置する必要が

あるものは、現行の制度をもとに新たに設置する。 
   報酬については、現行の額をもとに定めるものとする。費用弁償として支給する

旅費の額及び支給方法については、新町議会議員の例によるものとする。 

（7） 議会の議員その他非常勤の特別職の職員の公務災害補償については、現行のとおり

新町に引き継ぐものとする。 

12 一般職の身分の取り扱い  

(1) 岸本町、溝口町の職員はすべて新町の職員として引き継ぐものとする。 

(2) 職員数については、新町において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に

努めるものとする。 

(3) 職名、任用、給料及び諸手当については、合併時に一元化を図るものとする。 

(4) 職員の任免、給与その他身分に関することについては、公正に取り扱うものとし、

その細目は 2町の長が別に協議して定めるものとする。 

13 広域行政の取り扱い 

両町ともに加入している団体及び南部箕蚊屋広域連合､西伯町ほか 2 か町清掃施設

組合、日野病院組合については、新町発足の日の前日をもって加入団体から脱退し、

新町において新町発足の日に新たに加入するものとする。 
土地開発公社については、岸本町は合併時までに西伯郡南部土地開発公社から脱退

し、溝口町土地開発公社の定款を変更して新町に引き継ぐものとする。 
14 公共的団体の取り扱い 

公共的団体の取り扱いについては、新町の速やかな一体性を確保するため、それぞ

れの実情を尊重しながら、統合整備に努めるものとする。 
(1) 共通の目的を持った団体は、できる限り新町発足時に統合できるよう調整に努め

る。 
(2)  独自の目的を持った団体は、原則として現行のとおりとする。 

15 消防団の取り扱い 
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 (1) 消防団については、合併時に次のとおり一元化するものとする。 
  ① 団員数は 163 人とする。（8 分団各 20 人、団長１人、副団長 2 人） 

② 団員報酬及び費用弁償については、別に調整するものとする。 
③ 消防団員福祉共済掛金の補助については、1人当り3,000円の掛金に対し、2,000
円（3 分の 2）とする。 

④ 各分団の配備車両は、当面現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
⑤ 幹部研修については、岸本町の例によるものとする。 

 (2) 消防団の取り扱いについては、合併時に溝口町の例により一元化するものとする。 
16 地方税の取り扱い 

(1) 税率については現行のとおり新町に引き継ぐものとする。ただし、国民健康保険

税については、協定項目 21 国民健康保険事業の取り扱いによるものとする。 
(2) 納期については岸本町の例により平成 17 年度から一元化するものとする。 
(3) 同和対策に係る固定資産税減免については、合併時に溝口町の例により新たに定

めるものとする。 
17 使用料、手数料等の取り扱い  

 (1)  農業集落排水施設の分担金、使用料及び加入金については、合併後に一元化する

ものとする。（詳細は下表のとおり。） 

区分 調  整  内  容 備考 

使用料 

（税別） 

平成１７年度 

世帯割 1,800 円 

世帯員割 400 円/人 

平成１８年度 

世帯割 2,100 円 

世帯員割 400 円/人

平成１９年度 

世帯割 2,400 円 

世帯員割 400 円/人 

平成 19 年度は岸本

町の現行料金とす

る。 

徴収方法 平成 17 年度から岸本町の例により一元化する。（2 か月毎に奇数月に徴収） 

加入金 同上。 

分担金 同上。ただし、現在着手中及び地元説明完了の地区は現行のとおりとする。 

  (2)  公共下水道事業の分担金、使用料及び加入金については、農業集落排水事業に準

ずるものとする。 

  (3)  特定地域生活排水処理施設の分担金及び使用料については、合併後に溝口町の

例をもとに新たに定めるものとする。（制度及び減免については溝口町の例によるものと

し、分担金、使用料、使用料徴収方法については、農業集落排水事業に準ずるものと

する。） 

  (4)  水道料金については、合併後に一元化するものとする。（調整の詳細は下表のとお

り。） 
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区分 調整内容 備考 

使用料 

（税別） 

平成 17 年度から一元化 

基本料金 800 円／月（8ｔまで） 

超過料金 100 円／ｔ 

ペンション地区飲料水供給施設、各専用

水道及び桝水高原地区簡易水道は現行

のとおりとする。 

徴収方法 平成 17 年度から岸本町の例により一元化する。（2 ヶ月毎に奇数月に徴収） 

公共施設水道料 
同上。（集落管理の共有施設の水道料金は、1 集落につき 3 栓までは町負担

とする。） 

  (5)  水道加入金については、合併後に溝口町の例をもとに新たに定めるものとする。（調

整の詳細は下表のとおり） 

地区 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 

桝水高原地区 189,000 円 210,000 円 262,500 円 420,000 円 735,000 円 1,050,000 円

その他の地区 105,000 円 157,500 円 210,000 円 262,500 円 315,000 円 525,000 円

(6) 可燃ゴミ収集用袋販売については、合併後に一元化するものとする。 

(7) 不燃ゴミ収集用袋販売については、合併後に岸本町の例により定めるものとする。 

(8) 一般廃棄物収集運搬業許可手数料、浄化槽清掃業許可手数料については、合併時

に一元化するものとする。 

(9) 水道給水装置設計審査及び同工事検査手数料については、合併時に溝口町の例に

より新たに定めるものとする。 

(10) 公民館使用料については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に一元化に努

めるものとする。 

（11） 総合スポーツ公園使用料については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

（12） 体育施設使用料については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。ただし、

使用時間の単位については、合併時に一元化するものとし、使用料単価について

は、合併後に一元化に努めるものとする。 

（14） 学校施設使用料については、溝口町の例によるものとする。 

18 補助金、交付金等の取り扱い 

  町単独が行う補助事業の調整については、原則として次の方針により調整するもの

とする。 
 (1) いずれか一方の町にのみある制度については、原則として新町に引き継ぐものと

する。 
 (2) 両町に同様な制度ある場合は、住民に有利な方を新町に引き継ぐものとする。 
 (3) 一方の町にのみある独自の目的をもった団体への補助金は、当面は現行のとおり
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とし、合併後 3 年以内に算定方法の見直しを行うものとする。 
 (4) 両町で同様な目的をもった団体への補助金は、団体が統合した場合は現行の制度

をもとに新たに算定するものとし、団体の統合後 3 年以内に算定方法の見直しを

行うものとする。団体が統合されない場合は合併後 1 年度に限り現行のとおりと

する。 
 (5) 上記(1)から(4)のいずれにもより難い場合は、個別に協議するものとする。 
19 字名の取り扱い 

(1) 字名のうち岸本町福岡と溝口町福岡については、合併前に調整を図り合併時に再

編するものとし、その他の字名については、現行のとおりとする。 
（岸本町の「福岡」を変える。新たな名称については、住民の意向を尊重する。） 

(2) 新町の字の区域及び字の表記は、現行のとおりとする。 
（大字名の前に「大字」の文字を表記しない。） 

20 諮問機関の取り扱い  

諮問機関の取り扱いについては、本協定書中 11 特別職の職員の取り扱い（6）の方

針に定めるとおりとする。ただし、岸本町水道事業運営審議会については、合併時に

廃止し、新たな諮問機関を設置するものとする。 
21 国民健康保険事業の取り扱い 

(1)  国民健康保険税については、税率は合併後（平成 17 年度から）に平成 16 年度

決算をもとに新たに定めるものとし、納期は岸本町の例により一元化するものとす

る。 
(2)  国民健康保険財政調整基金の取り扱いについては、合併時の基金残高を新町に引

き継ぐものとする。 
(3)  国民健康保険事業（人間ドック）については、合併後に溝口町の例をもとに一元

化するものとする。 
22 介護保険事業の取り扱い 

合併時に岸本町の例により一元化するものとする。 
23 電算システムの取り扱い 

 (1) 両町が同じシステムを導入している場合、合併時までにデータの統合等の調整に

より、合併時にシステムの一元化を図るものとする。 
 (2)  両町が異なるシステムを導入している場合、または、どちらか一町のみがシステ

ムを導入している場合には、地籍管理システムを除き、合併時にどちらかのシス

テムに一元化を図るものとする。 
 (3) 現在、導入予定が決まっていないシステムは、調整対象とせず新町で検討する。 

(4) 新町の電算処理に必要な機器等（サーバー等共用する機器及びシステム）のうち、
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新町発足までに準備が必要なものは、どちらか一方の町が予算計上して導入し、

もう一方の町が応分の負担金を支払う。導入した機器等は、新町に引き継ぐもの

とする。 
(5) 地籍管理システムは、合併後に一元化を図るものとする。 

24 新町建設計画 

新町建設計画は、岸本町・溝口町合併まちづくり計画に定めるところによるものと

する。 
25 各種事務事業の取り扱い 

 (1) 財政事務  

   ① 基金に関することについては、合併時の基金残額を新町に引き継ぐものとす

る。 
   ② 地方債借入現在高については、合併時の借入額を新町に引き継ぐものとする。 
 (2) 消防防災関係事業  

 ① 防災行政無線については、現行のとおり新町に引き継ぐものとし、合併後 1
年以内に一元化のための移行計画を策定するものとする。 

② 自主防災組織については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
   ③ 地域防災計画については、合併後に早急に計画を策定するものとする。ただ

し、合併時の暫定措置として、次の点は一元化するものとする。 
・ 職員の参集基準・体制及び対策本部の設置基準は溝口町の例による。 
・ 避難所は、現行のとおりとする。 
・ 関係機関等の協力体制は、新町の郡の所属により対応する。 

 (3) 公共交通事業  

   ① 過疎バス路線維持対策事業については、当面現行のとおりとし、合併後に循

環バスの導入と併せて検討するものとする。 
   ② マイクロバス管理事業については、合併後に岸本町の例により一元化するも

のとする。 
 (4) 納税関係業務 

   ① 納期全納付に対する報奨金については、合併後に岸本町の例により一元化す

るものとする。ただし、国民健康保険税の納期全納付に対する報奨金は廃止す

るものとする。 
   ② 納税奨励事業のうち町税徴収取り扱い手数料については、合併後に岸本町の

例により一元化するものとする。ただし、手数料の交付率については、溝口町

の例によるものとする。なお、合併後早い時期に制度を廃止する方向で検討す

るものとする。 



 55

   ③ 納税奨励事業のうち優良納税組合表彰及び納税組合長報酬については、合併

後に廃止するものとする。 
 (5) 出納業務 

   指定金融機関等指定事務については、岸本町の例により合併時に一元化するもの

とする。 
 (6) 地域コミュニティ事業 

    有線放送の取り扱いについては、合併時に次により一元化するものとする。 
    ① 岸本町の補助制度は廃止するものとする。ただし、台風等の災害復旧につ

いては、8 割補助とする。 
    ② 中国電力柱及びＮＴＴ柱の共架料は、町が負担するものとする。 
 (7) 情報通信事業  

   ① ケーブルテレビ事業については、当面は現行のとおり新町に引き継ぐものと

する。 
② ケーブルテレビ聴視料の徴収事務については、現行の制度をもとに次のとお

り定めるものとする。 
    ・全期前納報奨金は合併時に廃止するものとする。 

    ・徴収手数料については当面現行のとおりとし、合併後に廃止を検討する。 

    ・使用料の徴収は、2 月に 1 回の徴収とする。ただし、住民の負担が集中しな

いよう町税及び公共料金と調整を図るものとする。 

    ・使用料(利用料)に差があるため、岸本町エリアについては、多チャンネル加

入世帯 1世帯当り月 1,000 円を 5年間補助しながら、合併後 5年を目途に統

一を図る。 

 (8) 地域開発関係事業 

   ① 総合計画及び国土利用計画策定事業については、合併後に新たに策定するも

のとする。 
   ② 岸本町地域建設事業計画については、その内容を新町の総合計画に反映させ

るものとする。 
 (9) 交通安全事業 

   交通遺児基金については、合併後に岸本町の例をもとに新たに定めるものとする。 
 (10) 医療費助成 

   特別医療費助成及び町独自の医療費助成については、合併時に一元化するものと

する。 
 (11) 老人保健事業 

 ① 健康診査（基本検診）及びがん検診については、合併時に一元化するものと
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する。 
② 人間ドック検診については、溝口町の例をもとに新たに定めるものとする。 

 (12) 高齢者福祉事業 

   ① 高齢者はり、きゅう、マッサージ施術費助成については、溝口町の例による

ものとする。 
   ② 在宅介護の相談・支援、在宅軽度生活支援事業、高齢者移送サービス・通院

助成等事業、敬老会、金婚式及び高齢者の贈り物については、合併時に一元化

するものとする。 
   ③ 生きがい・健康維持のための通所サービス、痴呆介護教室については、合併

時に岸本町の例をもとに一元化するものとする。 
   ④ 高齢者緊急通報体制整備事業については、合併後 3 年程度で一元化を図るも

のとする。 
 (13) 児童福祉事業 

   ① 遺児手当については、合併後に溝口町の例をもとに新たに定めるものとする。 
② 児童福祉手当については、当面は岸本町の例によるものとする。（新町において

新たな関連事業を実施する際には廃止する。） 
③ 出産祝金事業については、当面は溝口町の例によるものとする。（新町において新

たな関連事業を実施する際には廃止する。） 
 (14) 障害者福祉事業  

   ① 岸本作業所運営費補助事業については、岸本町の例により新町に引き継ぐも

のとする。 
② おしどり作業所については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

 (15) 社会福祉協議会 
   社会福祉協議会運営事業については、合併時に一元化するものとする。 
 (16) 環境対策事業  

① 可燃ゴミの処理については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。（合併後に収

集区域の見直しを行うものとする。） 

② 廃棄物減量等推進委員会については、合併後に岸本町の例により新たに定めるも

のとする。 

③ 分別収集については、合併後に一元化するものとする。 
 (17) 保育事業 

 保育料については、合併後に一元化するものとする。（保育料の額は平成１7 年度

から岸本町の例をもとに一元化し、徴収基準額の区分は溝口町の例によるものとす

る。） 
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 (18) 上水道事業  

   ① 繰入金については、合併後に岸本町の例により一元化するものとする。 
   ② 水道料金取扱手数料については、当面は現行のとおりとし、合併後早い時期

に廃止を検討するものとする。 
 (19) 下水道事業  

   ① 下水道改修資金貸付事業については、合併時に溝口町の例をもとに新たに定

めるものとする。 
   ② 下水道使用料取扱手数料については、当面は現行のとおりとし合併後に岸本

町の例により一元化するものとする。 
 (20) 土木建設事業  

   町道管理事業については、合併時に溝口町の例をもとに新たに定めるものとする。 
 (21) 農林水産事業 

   ① 松くい虫防除事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に事業

の見直しを行うものとする。 
   ② 樹種転換事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
   ③ 町管理の林道維持管理事業については、合併時に溝口町の例により新町に引

き継ぐものとする。 
   ④ 町有林管理事業については、合併時に岸本町の例により新町に引き継ぐもの

とする。 
   ⑤ 森林管理巡視事業については、合併後に廃止するものとする。 
   ⑥ 農業用施設補助災害復旧事業については、合併時に一元化するものとする。 
   ⑦ 農地補助災害復旧事業については、合併時に溝口町の例により一元化するも

のとする。 
 (22) 観光事業 

① フェスティバル・ディア・マスミズ事業及び索道事業については、溝口町の

例により新町に引き継ぐものとする。 
② 大山ガーデンプレイス管理運営事業については、岸本町の例により新町に引

き継ぐものとする。 
 (23) 小中学校の通学区域 

   小中学校の通学区域については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。ただ

し、岸本中学校の通学区域については、旧岸本町の区域を通学区域として定めるも

のとする。 
 (24) 学校教育事業 

   ① 障害児教育に関することについては、現行のとおり新町に引き継ぐものとす
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る。 
   ② 寄宿舎運営事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
 (25) 学校給食事業 

   ① 学校給食に関することについては、合併後に一元化するものとする。ただし、

給食の実施回数、給食の最終日及びは、合併時に一元化するものとし、給食セ

ンターに関することについては、現行のとおり引き継ぐものとする。 
    ○給食費保護者負担調整方法 

年度 学校区分 給食費保護者負担額（円） 備考 
小学校 256  

17 年度 
中学校 287  
小学校 259  

18 年度 
中学校 298  
小学校 262  

19 年度 
中学校 309  

   ② 給食センターの管理運営に関することについては、現行のとおり新町に引き

継ぐものとし、合併後の早い時期に一元化するものとする。 

 (26) 社会教育事業 

   ① 成人式については合同実施とし、合併後に一元化を図るものとする。 
   ② 社会教育事業については、次の方針により合併時に一元化するものとする。 
    ○ 両町ともに同じ事業及びどちらか一方の町のみの事業については、現行の

とおり新町に引き継ぎ、実施方法については合併後に検討する。 
    ○ 両町ともに同様の趣旨の事業を行っており内容が異なるものについては、

合併に当って一元化するものとし、実施方法はどちらかの町の例によるか新

たに定めるものとする。 
    ○ 上記の調整方針によりがたい事業については、個々に調整するものとする。 
   ③ 公民館管理事業に関することについては、現行のとおり新町に引き継ぐもの

とする。 
 (27) 社会体育事業 

 オールジャパンジュニアトライアスロン及び桝水開発リーゼンスラローム大会に

関することについては、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
 (28) 文化振興事業  

   ① 岸本町写真美術館管理運営事業については、現行のとおり新町に引き継ぐも

のとする。 
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   ② ふるさと創生事業については、新町に引き継ぐものとし、合併後に実施方法

を検討するものとする。 
 (29) その他 

   戦没者慰霊祭については合同実施とし、合併後に一元化するものとする。 

 

 本協定書の調整方針に基づく具体的調整方法及びその他の調整項目については、岸本

町・溝口町合併協議会で確認された行政現況調書調整一覧表によるものとする。 

 



 60

調  印  書 

 

岸本町及び溝口町は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 2 第 1 項及び

市町村の合併の特例に関する法律（昭和 40 年法律第 6 号）第 3 条第 1 項の規定に基づ

く岸本町・溝口町合併協議会において、本書のとおり合併に関する協議が整ったので、

ここに署名調印する。 

 

 

平成 16 年 8 月 日 

 

 

     岸本町長 

 

 

 

 

溝口町長 
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立  会  人 

 

 

      岸本町議会議長 

 

  

 溝口町議会議長 
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          岸本町・溝口町合併協定調印式 

           実施要領 
 

１ 日 時  平成１６年８月１７日（火） 

        式 典：午前１０時～１１時 

         

２ 場 所  鬼の館ホール        

３ 主 催  岸本町・溝口町合併協議会 

 

４ 日 程  

 

（１）開   式   

   

（２）経過報告 
岸本町・溝 口町 

合併協 議会 事務局 長 
石田 保 

 （岸本町助 役） 

（３）合併協定内容の説明 
岸本町・溝 口町 

合併協 議会 幹事長 
圓山和紀 

 （溝口町助 役） 

（４）合併協定調印 岸本町長   河合 勝 

 溝口町長  住田圭成 

  

（５）立会人署名 岸本町議会議長   西村 忠 

 溝口町議会議長 箕矢静人 

  

（６）挨拶 岸本町長 河合 勝 

 溝口町長 住田圭成 

  

（７）来賓祝辞 鳥取県知事 片山善博 

 鳥取県議会議員  

   

   

（８）祝電披露   

   

（９）閉   式   

                                                   

         閉会後、知事、両町長、協議会委員の記念撮影 
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５ 来 賓   鳥取県知事、西伯郡選出県議会議員(3 名) 

         日野郡選出県議会議員（2 名） 

６ 招待者（来賓も含む） 

鳥取県知事（１） 

西伯郡選出県議会議員（３）日野郡選出県議会議員（２） 

合併協議会委員（１６）１号 委 員 及 び両 町 議 長 を除 く 監査委員（２） 

鳥取県西部総合事務所長（１）鳥取県日野総合事務所長（１） 

西部町村会長（１） 

溝口警察署長（１） 

岸本町特別功労者（２） 

両町議会議員（１０＋９）協 議 会 議 員 を除 く 

両町監査委員（１）溝 口 町 の監 査 委 員 のみ 

両町教育委員会委員長（０）両 町 とも協 議 会 委 員  

両町選挙管理委員会委員長（２） 

両町農業委員会会長（２） 

両町教育長（２） 

両町課長級職員（３０） 

岸本町区長（３５） 

溝口町部落代表者（６８） 

両町商工会会長（２） 

ＪＡ関係：岸本町支所長、溝口町支所長（２） 

金融機関：山陰合同銀行（指定金融機関）（１） 

両町社会福祉協議会会長（２） 

まちづくり委員（４７） 

合計２４３名 

 

 

                                  

               

７ 配付資料 式次第（合併協定までの経過を含む） 

         合併まちづくり計画ダイジェスト版 

         

８ 会場設営 合併協議会事務局職員・両町職員 

 

９ 司会者  合併協議会事務局合併推進室長 佐蔵絢子 
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岸本町・溝口町合併協定調印式スケジュール表 

Time 項  目 進行内容 スタッフ役割等 

８：３０ スタッフ集合  最終打ち合 わせ  

９：００ 各総括 確認  持ち場の最 終確認  

９：２０ 
マイクロバス 

岸本町 役場 出発 
 （輸送係） 

９：３０ 
マイクロバス 

溝口町 役場 出発 
 （輸送係） 

９：３０ 開場・受付 開始 

受付開 始 

知 事 、町 長 、県 議 、議 長 を控 室 へ

案 内 ・・控室１ 知事・県議  

控室２ 町長 ・議長 

（受付係・来賓係・案内係・会場係） 

・来賓等出迎え、受付、控室１へ案内、

リボン付け（町長白リボン 2、来賓赤リ

ボン●）、来賓へ湯茶の接待 

調印式の概要説明 

・一般の出席者は受付し会場へ 

案内係が席を伝え、ホール内へ 

会場係が決められたエリアに誘導 

９：５５ 町長・議長・来賓入 場 
両町長・両 議長・来賓 会場

へ 

（来 賓 係 ）両 町 長 ・両 議 長 ・来 賓

をステージ上の席へ誘導 

１０：００ 開式  

１０：０１ 

１０：０６ 
合併協 議経 過報告 司会席 石田助 役が経過報 告 

１０：０６ 

１０：１１ 
合併協 定内 容の説明 司会席 圓山助 役が協定内 容を説明 

１０：１１ 調印者 等着 席 
両 町 長 ・両 議 長 調 印 席 へ移

動 

調 印 係 はステージ上 の調 印 席 後

ろで待機 

２町長が協 定書に署 名  

・ 調 印 式 係 が 協 定 書 を それ ぞれ

の町長に署 名頁を開いて渡す 

・署 名 した協 定 書 をもう一 方 の町

長へ渡す 

立会人 署名 （議長） 
町 長 に署 名 後 、協 定 書 を立 会 人

（議長）へ運ぶ 

１０：１２ 

 

 

 

 

 

１０：２４ 

合併協 定調 印 

 

町長・知事 握手 両町長と知 事が調印席 前で握手

調印者 等移 動 両町長・両 議長もとの席へ １０：２４ 

 

１０：２６ 模様替え 
調印席 撤去 、 

演台・マイク設置 

 

 

（会場係） 

１０：２６ 
１０：３８ 

両町長あいさつ 両町長があいさつ  

１０：３８ 
１０：４４ 

来賓祝 辞 鳥取県 知事  祝辞  

１０：４４ 
１０：５０ 

来賓祝 辞 県議会 議員 ●●氏祝辞   

１０：５０ 
１０：５６ 

来賓祝 辞 県議会 議員 ●●氏祝辞   

１０：５６ 
１０：５７ 

来賓紹 介   

１０：５７ 
１０：５９ 

祝電披 露  司会者 

１１：００ 閉会  
（来 賓 係 ）県 議 退 席  控 え室 １へ

ご案内 

 記念撮 影  

（会 場 係 ） 両 町 長 ・両 議 長 ・来 賓

席撤去 作業  

（案内係）撮影者誘 導 




